
別紙８  土地使用貸借契約書様式 

 

土 地 使 用 貸 借 契 約 書 

 

宿毛市（以下、「甲」という。）と●●（以下、「乙」という。）とは、土地の使用貸借につい

て次のとおり契約する。なお、本契約で別段定義するものの他、本契約において使用する語は、

ＰＦＩ事業契約（以下に定義する。）における定義に基づくものとする。 

 

（本件土地） 

第１条 甲は、その所有する次の土地（以下、「本件土地」という。）を、甲と乙との間で平成

●年●月●日付で締結された宿毛市における小中学校整備事業に係る特定事業契約

書（以下、「ＰＦＩ事業契約」という。）に基づき、乙がＰＦＩ事業契約上の義務を履

行するために必要な範囲において使用するため、乙に無償で貸し付け、乙は、この土

地を借り受ける。 

・ 所在地   宿毛市桜町 18 番 19 号 

・ 面 積   約 4,724 平方メートル 

 

（期 間） 

第２条 使用貸借の期間は、ＰＦＩ事業契約締結日から 2049 年３月 31 日までとする。 

２ 甲及び乙は、本件事業が乙により継続されている間、本契約を解約できない。 

３ 本件事業の終了後においても甲のＰＦＩ事業契約上の支払義務が存続し、かつ本件施

設に甲がその設定を承認した第三者の制限物権が正当に存する場合、甲は本契約につ

いてこれを一方的に解約しない。 

 

（譲渡及び転貸等の禁止） 

第３条 乙は、あらかじめ甲の承諾を受けたとき又はＰＦＩ事業契約に規定するときを除き、

次の各号の行為をすることができない。 

一．本契約により生ずる権利の譲渡、担保権の設定その他の処分を行うこと。 

二．本件土地を転貸すること。 

２ ＰＦＩ事業契約上の乙の地位が、甲の承諾に基づき第三者に譲渡される場合には、甲

は、本契約上の乙の地位がＰＦＩ事業契約の乙の地位の承継人に譲渡されることを承

諾する。 

 

（使用上の制限） 

第４条 乙は、本件土地が甲所有の行政財産であることに常に配慮し、善良なる管理者の注意

をもって使用し、維持保全しなければならない。 

２ 乙は、本件土地をＰＦＩ事業契約上の義務を履行するために必要な範囲を超えた用途

に使用してはならない。 



３ 乙は、本件土地について甲の承諾を得ないで現状を変更し、又は本件土地上に本件施

設以外の建物その他の施設を新築し、若しくは増改築してはならない。 

 

（変更等承諾手続） 

第５条 乙は、本契約の定めるところにより甲の承諾を必要とする行為をしようとするときは、

事前にその理由その他参考となるべき事項を詳細に記載した書面により、甲に申請し、

甲の承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定による乙の申請に対する甲の承諾は、書面によるものとする。 

 

（第三者に損害を及ぼした場合の措置） 

第６条 乙は、本件土地の使用により第三者に損害を及ぼすおそれがある場合は、乙の責任に

おいて損害の発生を防止し、第三者に損害を及ぼした場合は、乙の負担において賠償

しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力により第三者に

損害が発生した場合は、ＰＦＩ事業契約に定めるところによる。 

 

（補修義務等） 

第７条 乙は、本件土地の補修義務を負う。 

２ 乙は本件土地についての補修費等の必要費、改良費等の有益費その他本件土地の使用

に伴い要する費用を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力により

上記費用が発生した場合は、ＰＦＩ事業契約に定めるところによる。 

 

（滅失又は毀損の通知義務） 

第８条 乙は、本件土地の全部又は一部が毀損した場合は、直ちに甲にその状況を通知しなけ

ればならない。 

 

（使用上の損傷等） 

第９条 乙は、その責に帰すべき事由により、本件土地を毀損した場合においては、乙の負担

において本件土地を原状に回復しなければならない。 

 

（住所等の変更の届出） 

第 10条 乙は、所在地、代表者に変更があったときは、速やかにそれを証する文書を添付して

書面により甲に届け出なければならない。 

 

（実地調査等） 

第 11条 甲は、必要があると認めるときは、使用貸借の期間中において、本契約上の義務履行

状況について、その職員をして随時に乙に対し質問させ、関係書類その他本件土地に

ついて実地に調査させ、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることが

できる。 



２ 乙は、前項の調査を拒み若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはなら

ない。 

 

（本契約の終了） 

第 12条 本契約の解約・終了については、ＰＦＩ事業契約に定めるところによる。 

２ ＰＦＩ事業契約が解除その他の理由で第２条に基づく使用貸借期間の満了前に終了

した場合、本契約はＰＦＩ事業契約の終了と同時に終了する。 

 

（原状回復義務） 

第 13条 甲は本件土地の検査を行い、甲から乙に 2049 年３月 10日までに特段の指示がない場

合、乙は、2049 年４月１日に、同日における現状のまま本件土地を市に引き渡す。 

２ 前項で甲が乙に本件土地の原状回復について特段の指示をした場合、乙は、2049 年４

月１日に、甲の指図に従って本件土地を原状に復し、甲に返還しなければならない。

なお、本項の甲による特段の指示は、本施設等の完成日現在における本件土地の原状

に回復することを限度とし、これを超える原状回復を乙に指示するものではない。 

３ 前項の特段の指示が、乙の責めに帰すべき事由に起因してなされた場合には、乙が本

件土地の原状回復の費用を負担し、甲の責めに帰すべき事由により起因してなされた

場合には、甲が本件土地の原状回復の費用を負担する。また、前項の特段の指示が、

不可抗力に起因してなされた場合には、ＰＦＩ事業契約に定めるところによる。 

４ 甲は、乙が第２項の義務を履行しないときは本件土地を甲自ら原状に復し、乙が前項

の規定に基づき負担すべき費用を乙から徴収することができる。 

５ 本契約が第２条に基づく使用貸借期間の満了前に終了した場合、乙は、甲の指図に従

って本件土地を現状のまま又は原状に復し、甲に返還しなければならない。この場合、

前二項の規定を準用するものとする。 

 

（違約金） 

第 14条 乙は、前条第４項に規定する費用について、甲が定める納付期限までに納付しないと

きは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、当該費用の額に対し、年３％

の割合で計算した額の違約金を甲に支払わなければならない。 

２ 前項に規定する違約金は、第 16 条に規定する損害賠償額の予定又はその一部とはし

ない。 

 

（必要費等の請求権の放棄） 

第 15条 乙は、本件土地に投じた補修費等の必要費、改良費等の有益費その他本件土地の使用

に伴い要する費用の支出があっても、第７条第２項但書が適用される場合を除き、こ

れを甲に請求しない。 

 

（損害賠償） 



第 16条 乙は、本契約上の義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。 

 

（信義則） 

第 17条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（疑義等の決定） 

第 18条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが、協議し

て定める。 

 

（契約の特約） 

第 19条 本契約において、特に注意すべき事項がある場合には、別に定める。本契約とＰＦＩ

事業契約が齟齬する場合にはＰＦＩ事業契約が優先する。 

 

（管轄裁判所） 

第 20条 本契約について訴訟等が生じたときは、高知地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と

する。 

 

本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲及び乙記名押印の上、各自その１通

を保有するものとする。 

 

平成  年  月  日 

宿毛市甲： 

  

 

事業者乙： 

 


